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事業内容 所管課 事業実施時期
（申請手続き可能月）

適用月
（実際の減額や補
助金増額を行う月）

同月の場合の取り扱い 規定の変更 変更手続き

　支給開始後の確認方法
●適用のために新たに提出してもらう書
類
○確認のための書類

各事業での周知方
法

対象者（推計） 影響額（推計）

保育園保育料の減免措
置

保育課保育入園係 平成26年7月1日 平成26年7月～

・７月２５日までの申請
は７月から減免。以降
は毎月１日（４月は１５
日）までの申請を当月
分から減免。
・遡及はなし。

「世田谷区保育の
実施等に関する条
例施行規則」の改
正
※別表に追加

実施時期ま
でに改正

●減免申請書(理由欄に付記）
●児童扶養手当証書の写し
○住基の税情報（1月2日以降の
転入者は前住地の課税証明書）
○世帯状況変更届（婚姻で該当
しなくなったなど）

・保育料の変更決定
通知
・入園決定通知に減
額免除のチラシ同
封

約40名

（歳入減）
予想されるケー
スで見積もった
場合、１人当た
り年額116,400
円程度

区立幼稚園保育料の減
免措置

学務課学事係 平成26年7月1日 平成26年4月～

年度内に申請があれ
ば、当該年度の事由発
生月（入園月）まで遡
及。
その際の支払い済み
（過払い）保育料は以後
の月分の保育料に充当
または還付。

「世田谷区立幼稚
園管理運営規則」
の減免規定の改正

実施時期ま
でに改正

●減免申請書(必要書類を添
付）
●児童扶養手当証書の写し
○住基の税情報（1月2日以降の
転入者は前住所の課税証明書）

・各幼稚園を通じて
全保護者へお知ら
せを配布

0～1名

（歳入減）
最大で見積もっ
た場合、１人当
たり年額12,000
～108,000円

区営住宅等使用料の減
免措置

住宅課住宅担当 平成26年6月16日 平成26年4月～
平成26年度中の申請
は、4月分に遡って適用
する。

「減額に関する要
綱」を制定

実施時期ま
でに制定

●減免申請書
●児童扶養手当証書の写し
○住基の税情報（1月2日以降の
転入者は前住地の課税証明書）

・２６年度収入報告
勧奨通知に案内文
を同封

0～1名

（歳入減）
最大で見積もっ
た場合、１人当
たり年額約
70,000円

認可外保育施設
負担軽減補助
（保育室・保育ママ・家庭的保
育事業・認証保育所負担軽減
補助）

保育課保育支援担当 平成26年7月1日 平成26年7月～

申請書の送付が6月中
旬のため、7月から適
用。その後の申請につ
いては、利用実績及び
納入があれば7月分ま
では遡及あり。

「認証保育所負担軽減補助
金交付要綱（第三条３号）」
及び「世田谷区保育料負担
軽減補助金交付要綱」、
「平成26年度世田谷区緊急
対策保育施設保育料負担
軽減補助金交付要綱」の改
正

実施時期ま
でに改正

●交付申請書
●児童扶養手当証書の写し
○住基の税情報（1月2日以降の
転入者は前住地の課税証明書）
○家族状況申立書（保育室）、
児童利用申込書（保育ママ・家
庭的保育事業）、家庭状況届出
書（認証保育所）

・申請書配布時の案
内に掲載（利用者に
施設を通じ配布）

約20名

（歳出増）
最大で見積もっ
た場合、1人当
たり年額：
認証　180,000
円
保育室・保育マ
マ・家庭的保育
事業　288,000
円

私立幼稚園保護者
補助金の支給

子ども育成推進課私学
係

平成26年7月1日 平成26年4月～
平成26年度中の申請で
あれば、該当月に遡っ
て支給する。

「補助金交付要綱」
の改正
※都事業と一体的
な運営のため、都
が例年行う要綱の
改正と合わせて行
う

実施時期ま
でに改正

●申立書
●児童扶養手当証書の写し
○住基の税情報（1月2日以降の
転入者は前住地の課税証明書）

・ホームページへの
掲載、各私立幼稚
園へ周知

0～1名

（歳出増）
最大で見積もっ
た場合、1人当
たり年額
357,600円
（非課税世帯第
1子の補助額）


